
   

広
島
県
産
業
廃
棄
物
埋
立
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
六
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
三
十
九
号 

広
島
県
産
業
廃
棄
物
埋
立
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

広
島
県
産
業
廃
棄
物
埋
立
税
条
例
（
平
成
十
四
年
広
島
県
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

附 

則 
 

１
―
６ 

（
略
） 

（
こ
の
条
例
の
失
効
） 

７ 

こ
の
条
例
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
五
年

を
経
過
し
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

８
―

 

（
略
） 

 
附 
則 

 

１
―
６ 

（
略
） 

（
こ
の
条
例
の
失
効
） 

７ 

こ
の
条
例
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
年
を

経
過
し
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

８
―

 

（
略
） 

 
 

 
 
 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  


